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東京弁護士会の紛争解決センター設立時から、何らかの関わりを持って今まで
きておりますので、かなりの期間、あっせん仲裁手続に携わってきたことになります
行政機関の主催する紛争解決機関におけるあっせん仲裁人としての業務も行っ

いますが、弁護士会のあっせん仲裁は、法律相談等を契機とする多種多様な問題

を取り扱っているといった印象を持っています。

今までのあっせん・仲介事例

・損害賠償・傷害事案

・医療過誤事案

・下請取引関係事案

etc.

あっせん、仲裁手続は身近な紛争解決手段として、利用されています。

双方の主張をよく理解して、解決の一助になればと思います。

　その他一般民事・商事分野

経験ある分野・担当可能な分野

　昭和５８年３月　司法研修所終了

　昭和５８年４月　東京弁護士会弁護士登録

　平成２年４月　渕上玲子法律事務所開設

　平成８年３月　日比谷見附法律事務所開設

　　借地借家・不動産関係、親族・相続関係、倒産関係、各種損害賠償関係

あっせん人・仲裁人としてのコメント

自己紹介

０３－３５９５－２０６２

住所

　昭和５５年１１月　司法試験合格（３５期）

０３－３５９５－２０７４

　至　現在　　　パートナー弁護士

氏名
渕上玲子

日比谷見附法律事務所

  昭和５２年３月　一橋大学法学部卒業（竹下守夫ゼミ、民訴選択）

東京都千代田区有楽町１丁目６番4号
千代田ビル６Ｆ

主な経歴
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